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亀山市職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 亀山市長  櫻 井 義 之  

亀山市規則第１９号 

  

亀山市職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

亀山市職員の管理職手当に関する規則（平成１７年亀山市規則第２２号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分を加える。 

改正後 改正前 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１月１１

日から施行する。 

附 則 

 ［見出しを付する。］ 

 この規則は、平成１７年１月１１日

から施行する。 

（条例附則第１１項の規定の適用を

受ける職員の支給額） 

２ 条例附則第１１項の規定の適用を

受ける職員に対する第２条の規定の

適用については、当分の間、同条各

号に掲げる額に１００分の７０を乗

じて得た額（当該額に、５０円未満

の端数を生じたときはこれを切り捨

て、５０円以上１００円未満の端数

を生じたときはこれを１００円に切

り上げるものとする。）とする。 

 

 

［項を加える。］ 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


